
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
規
則
第
百
六
十
九
号
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
個
人
の
尊
重
の
原
則
に
も
と
り
、
基
本
的
人
権
を
侵

害
し
、
労
働
条
件
及
び
職
場
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
弁
護
士
、
特
別

会
員
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
及
び
準
会
員
（
以
下
「
会
員
」
と
い
う

）
に
よ
っ
て
、
日
本
弁

。

護
士
連
合
会
（
以
下
「
本
会
」
と
い
う

）
に
勤
務
す
る
者
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う

）
に

。

。

対
し
、
職
場
の
内
外
を
問
わ
ず
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
、
も
っ
て
良
好

な
職
場
の
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

一

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

他
人
に
不
快
感
を
与
え
る
性
的
な
言
動
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
対
す
る
対
応
に
よ
っ
て
業
務
遂
行
上
一
定
の
不
利
益
を
与
え
る
も
の
又
は
就
業
環
境

を
悪
化
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。

二

パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

職
務
上
の
地
位
、
人
間
関
係
等
の
職
場
内
で
の
優
位
性
を
背

景
に
、
業
務
上
適
正
な
範
囲
を
超
え
て
、
精
神
的
又
は
身
体
的
な
苦
痛
を
与
え
る
言
動
で
あ

っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
に
よ
っ
て
業
務
遂
行
上
一
定
の
不
利
益
を
与
え
る
も
の
又
は
就

業
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。

三

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
及
び
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
並
び

に
こ
れ
ら
に
類
す
る
言
動
を
い
う
。

四

職
場

職
員
が
業
務
を
遂
行
す
る
場
所
及
び
職
員
が
業
務
遂
行
に
関
連
し
て
存
す
る
場
所

を
い
う
。

（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
）

第
三
条

会
員
は
、
会
員
に
よ
る
職
員
に
対
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
し
、
良
好
な
職
場
の
環

境
を
維
持
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
談
員
及
び
相
談
員
会
議
）

第
四
条

本
会
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
苦
情
及
び
相
談
（
以
下
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相

談
」
と
い
う

）
に
応
じ
る
者
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

。

め
る
人
数
の
相
談
員
を
指
名
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
全
体
の
二
分
の
一
以
上
が
女
性

と
な
り
、
か
つ
、
四
分
の
一
以
上
が
男
性
と
な
る
よ
う
に
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
務
総
長
が
推
薦
す
る
事
務
次
長

二
人

二

事
務
総
長
が
推
薦
す
る
職
員

二
人
以
上



三

全
弁
護
士
会
労
働
組
合
日
弁
連
支
部
が
推
薦
す
る
組
合
員
で
あ
る
職
員

四
人
以
上

四

医
師
及
び
看
護
師

各
一
人

五

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
専
門
家
と
し
て
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
弁
護
士

二
人
以

上
六

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
専
門
家
と
し
て
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

一
人
以
上

２

相
談
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

３

本
会
は
、
相
談
員
の
名
簿
を
作
成
し
て
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

本
会
は
、
相
談
員
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相
談
に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

相
談
員
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
研
修
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

相
談
員
の
全
員
を
も
っ
て
、
相
談
員
会
議
を
組
織
す
る
。

（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相
談
）

第
五
条

会
員
か
ら
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
職
員
は
、
口
頭
、
文
書
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ

り
、
相
談
員
に
対
し
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相
談
の
申
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

相
談
員
は
、
申
出
人
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相
談
を
申
し
出
た
者
を
い

う
。
以
下
同
じ

）
に
対
し
、
申
出
に
係
る
事
実
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
助
言
を
行
う
。

。

３

相
談
員
は
、
申
出
人
に
対
し
、
相
談
員
会
議
に
お
い
て
被
申
出
人
（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ

。

。）

、

た
と
さ
れ
る
会
員
を
い
う

以
下
同
じ

そ
の
他
の
関
係
者
に
申
出
に
係
る
事
実
を
確
認
し

、

（

「

」

。）

被
申
出
人
か
ら
釈
明
を
受
け

又
は
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と

以
下

事
実
調
査
等

と
い
う

に
つ
い
て
の
意
向
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

相
談
員
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相
談
に
応
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
申
出
に
係
る
事
実

の
概
要
、
対
応
の
結
果
及
び
前
項
に
規
定
す
る
申
出
人
の
意
向
を
相
談
員
会
議
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
出
人
が
当
事
者
の
氏
名
等
申
出
に
係
る
事
実
の
詳

細
を
相
談
員
会
議
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
き
は
、
こ
れ
に
配
慮
し
て
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

相
談
員
会
議
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
書
面
に
記
録

す
る
。

６

相
談
員
は
、
申
出
人
に
つ
い
て
医
療
機
関
等
で
治
療
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
本
会
に
対
し
、
医
療
機
関
の
紹
介
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
事
実
調
査
等
）

第
六
条

相
談
員
会
議
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
必
要
と

認
め
る
と
き
は
、
事
実
調
査
等
を
行
う
。

２

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相
談
を
受
け
た
相
談
員
、
申
出
人
で
あ
る
相
談
員
及
び
被
申
出
人
で
あ

る
相
談
員
は
、
当
該
事
案
に
関
す
る
事
実
調
査
等
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
談
員
会
議
は
、
申
出
に
係
る
事
実
に
対
応
す
る
苦
情
相

談
制
度
が
被
申
出
人
の
所
属
弁
護
士
会
に
あ
る
場
合
は
、
申
出
人
に
そ
の
旨
を
説
明
し
、
申
出

人
が
既
に
当
該
制
度
を
利
用
し
て
い
た
と
き
、
又
は
当
該
制
度
の
利
用
を
希
望
す
る
と
き
は
、

事
実
調
査
等
を
行
わ
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
談
員
会
議
は
、
申
出
人
に
性
別
に
よ
る
差
別
的
取
扱
い

等
の
防
止
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
百
五
十
二
号
）
に
よ
る
苦
情
相
談
制
度
が
あ
る
旨
を
説
明

し
、
申
出
人
が
既
に
当
該
制
度
を
利
用
し
て
い
た
と
き
、
又
は
当
該
制
度
の
利
用
を
希
望
す
る

と
き
は
、
事
実
調
査
等
を
行
わ
な
い
。

、

、

、

５

相
談
員
会
議
は

事
実
調
査
等
を
行
っ
た
と
き
は

申
出
人
及
び
被
申
出
人
に
対
し
て
助
言

あ
っ
せ
ん
、
指
導
等
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
者
に
対
し
て
協
力
等
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

６

相
談
員
会
議
は
、
事
実
調
査
等
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
本
会
に
よ
る
措
置
が
必
要
で
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
申
出
人
の
同
意
を
得
て
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
本
会
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

７

相
談
員
会
議
は
、
事
実
調
査
等
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
書
面
に
記
録
す
る
。

（
本
会
の
措
置
）

第
七
条

本
会
は
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

本
会
は
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
被

申
出
人
の
所
属
弁
護
士
会
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

相
談
員
会
議
は
、
本
会
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

相
談
員
会
議
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
書
面
に
記
録

す
る
。

（
相
談
員
会
議
へ
の
協
力
義
務
）

第
八
条

会
員
は
、
相
談
員
会
議
か
ら
事
実
調
査
等
を
受
け
、
又
は
協
力
等
を
求
め
ら
れ
た
と
き

は
、
誠
実
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
提
供
）

第
九
条

会
員
に
よ
る
職
員
に
対
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
見
聞
き
し
た
職
員
は
、
口
頭
、
文
書
そ

の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
相
談
員
に
対
し
て
、
当
該
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
情
報
提
供
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
相
談
員
は
、
当
該
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
と

さ
れ
る
職
員
に
対
し
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相
談
の
利
用
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
）

第
十
条

相
談
員
は
、
他
の
相
談
員
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相
談
へ
の
対
応
を
協
議
す
る
場
合
そ



の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

相
談
員
を
退
任
し
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

２

相
談
員
が
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
当
該
相
談
員
か
ら
開
示
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
も
、
前
項

と
同
様
と
す
る
。

（
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
）

第
十
一
条

職
員
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
拒
否
し
た
こ
と
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
し
て
抗
議
し
た

こ
と
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相
談
を
申
し
出
た
こ
と
、
見
聞
き
し
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て

情
報
提
供
を
し
た
こ
と
等
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
正
当
な
対
応
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
い
か

な
る
不
利
益
も
受
け
な
い
。
相
談
員
又
は
相
談
員
会
議
に
協
力
し
た
職
員
に
つ
い
て
も
、
同
様

と
す
る
。

（
書
面
の
保
管
）

第
十
二
条

第
五
条
第
五
項
、
第
六
条
第
七
項
及
び
第
七
条
第
四
項
の
書
面
は
、
事
案
ご
と
に
編

綴
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
編
綴
さ
れ
た
書
面
は
、
本
会
が
保
管
し
、
何
人
も
閲
覧
で
き
な
い
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
懲
戒
の
手
続
に
使
用
す
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
会

長
の
許
可
を
得
て
、
閲
覧
し
、
又
は
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
談
員
会
議
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
編
綴
さ
れ
た
書
面

か
ら
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
を
除
く
等
必
要
な
編
集
を
行
い
、
か
つ
、
事
案
を

抽
象
化
し
た
記
録
を
作
成
し
て
保
管
し
、
会
員
又
は
職
員
の
研
修
等
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
九
十
号
）
は
、
廃
止
す

る
。


